
 

核物質防護規制のあり方の検討状況（３回目） 

～試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の

一部を改正する規則案及び意見公募の実施～ 
 

令和８年３月 18 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．趣旨 

本議題は、原子炉等規制法1に基づき事業者が講ずべき防護措置をより実効性

のあるものに見直すため、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関す

る規則等の一部を改正する規則案及び当該規則案についての意見公募の実施の

了承について諮るものである。 

 

２．経緯  

令和７年度第56回原子力規制委員会臨時会議（令和８年２月４日）において、

警察庁の有識者検討会において小型無人機等飛行禁止法2の見直しに向けた報告

書がとりまとめられたことも含め、小型無人機に関する最新の技術動向や情勢

について報告するとともに、こうした状況も踏まえた核物質防護規制のあり方

の検討状況について報告した。 

また、令和７年度第 62 回原子力規制委員会臨時会議（令和８年３月３日）に

おいて、小型無人機を巡る最新の情勢を踏まえた原子力施設に対する脅威及び

当該脅威を踏まえた今後の核物質防護規制のあり方の検討状況について報告す

るとともに、原子炉等規制法に基づき事業者が講ずべき防護措置をより実効性

のあるものに見直すため、関連する原子力規制委員会規則の改正等の今後進め

方について了承を得た。 

これらを踏まえ、別添のとおり試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等

に関する規則等の一部を改正する規則案を作成した。 

 

３．関連規則の改正案（了承事項） 

 原子炉等規制法に基づき事業者が講ずべき防護措置をより実効性のあるもの

とするため、小型無人機等飛行禁止法第８条第１項に規定する対象原子力事業

所の指定を受けている原子力事業所に設置された試験研究用等原子炉施設、再

処理施設、発電用原子炉施設等に対し、新たに小型無人機を検知する設備又は

装置の設置を義務付けることとし、別添の試験研究の用に供する原子炉等の設

 
1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号） 
2 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律（平成 28 年

法律第９号） 
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置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則案について、了承いただきた

い。 

今般、改正を行う関連規則は下記のとおり。 

 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭和 32 年

総理府令第 83 号） 

 使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭和 46 年総理府令第 10 号） 

 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和 53 年通商産業省令

第 77 号） 

 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平成 12 年総理

府令第 122 号） 

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃

料物質の防護に関する規則（平成 25 年原子力規制委員会規則第２号） 

  

 当該規則案の施行日は公布日と同日とする。また、事業者における対応期間

等も考慮し、所要の経過措置を設けることとする。 

 

４．意見公募の実施（了承事項） 

別添について、行政手続法（平成５年法律第 88 号）第 39 条第１項の規定に基

づく意見公募を実施することを了承いただきたい。 

 

実施期間：令和８年３月 19 日から令和８年４月 17 日まで（30 日間） 

実施方法：電子政府の総合窓口（e-Gov）及び郵送  

 

５．今後の予定 

意見公募終了後にその結果について、原子力規制委員会に報告を行い、提出意

見に対する考え方について了承と、規則の改正の決定について原子力規制委員

会に諮ることとする。 

 

＜添付資料＞ 

別添  試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部

を改正する規則案 

参考１ 令和７年度第 56 回原子力規制委員会臨時会議（令和８年２月４日） 

資料１（公開部分抜粋） 

参考２ 令和７年度第 62 回原子力規制委員会臨時会議（令和８年３月３日）

資料１（公開部分抜粋） 
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小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る

項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
工
場
又
は
事

業
所
に
あ
つ

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

 

イ 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す
る

 

第
十
六
条
の
三 

 

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
の
各
号
に
掲

 

 

十
一 
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妨
害
行
為
又
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く
は
特

定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
若
し
く
は
装
置
に
対
す

る

こ
の
条
及
び
第
十
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
お
い

て

用
に
供
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人

機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
小
型

無
人
機

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

有
無
及
び
そ
の

所
在
を
把
握

当
該
小
型
無
人
機
を
検
知
し
て
速
や
か
に
表

示
す
る
機
能
を
有
す
る
設
備
又
は
装
置
を
設
置

 

ロ 

イ
の
設
備
又
は
装
置
を
構
成
す
る
装
置
で
あ
つ
て
小
型
無
人
機
の
有

無
及
び
そ
の
所
在
を
表
示

防
護
区
域
内
若
し
く
は
周
辺

防
護
区
域
内
又
は
周
辺
防
護
区
域
の
近
く
で
あ
つ
て
見
張
人
が
常
時
監

視
で
き
る
位
置
に
設
置

 

十
二

 
 

二
十
四 

妨
害
破
壊
行
為
等
が
行

又
は
行
わ
れ
た

場
合
に
お
い
て
迅
速
か
つ
確
実
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
適
切
な

作
成

 

    

二
十
五

八 
 

          

   

十
二

 
 

二
十
四 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す

る
妨
害
行
為
若
し
く
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く

は
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
若
し
く
は
装
置
に
対

す
る

が
行
わ
れ
る

又
は
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
迅
速
か
つ
確
実
に
対
応

で
き
る
よ
う
に
適
切
な

を
作
成
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の

に
関
す
る
規
則
の

 

第
三
条 

実
用
発
電
用
原
子
炉
の

に
関
す
る

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

こ
の
条

と
い

標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

そ
の

標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

改

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

削

改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

加

 

３ 
 

３ 
 

 
 

改 
 
 

 
 

 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

前 

- 10 -



  

 
第
九
十
一
条 

 

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
に
掲

 
一 

 

十
一
の
二 

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る

項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
工
場
又
は
事

業
所
に

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

 

イ 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す
る

妨
害
行
為
又
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く
は
防

護
設
備
等
に
対
す
る

こ
の
条
及
び
第
九
十
六
条
第
一

項
第
十
七
号
に
お
い
て

用
に
供

さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空

に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
小
型
無
人
機

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

有
無
及
び
そ
の
所
在
を
把
握

当
該
小
型
無
人
機

を
検
知
し
て
速
や
か
に
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
設
備
又
は
装
置
を
設

置

 

ロ 

イ
の
設
備
又
は
装
置
を
構
成
す
る
装
置

小
型
無
人
機
の
有

無
及
び
そ
の
所
在
を
表
示

防
護
区
域
内
若
し
く
は
周
辺

防
護
区
域
内
又
は
周
辺
防
護
区
域
の
近

見
張
人
が
常
時
監

 

第
九
十
一
条 

 

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
に
掲

 

 

十
一 
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の

に
関
す
る
規
則
の

 

第
四
条 

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の

に
関
す
る

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

こ
の
条

と
い

視
で
き
る
位
置
に
設
置

 

 
十
二

 
 

 

二
十
六 

妨
害
破
壊
行
為
等
が
行

又
は
行
わ
れ
た

場
合
に
お
い
て
迅
速
か
つ
確
実
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
適
切
な

作
成

 

    
 

 

３ 
 

  

十
二

 
 

 

二
十
六 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す

る
妨
害
行
為
若
し
く
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く

は
防
護
設
備
等
に
対
す
る

と
い

が
行

又
は
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
迅

速
か
つ
確
実
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
適
切
な

作
成

 

 
 

 

３ 
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標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

そ
の

標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

改

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

削

改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

加

 

改 
 
 

 
 

 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

前 

 

第
八
十
六
条 

 

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
に
掲

 

十
一 

 

十
一
の
二 

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る

項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
工
場
又
は
事

業
所
に

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

 

イ 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す
る

妨
害
行
為
又
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く
は
特

定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
若
し
く
は
装
置
に
対
す

る

こ
の
条
及
び
第
九
十
一
条
第
一
項
第
十
七
号
に
お

 

第
八
十
六
条 

 

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
に
掲

 

 

十
一 
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い
て

用
に
供
さ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無

人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
小

型
無
人
機

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

有
無
及
び
そ

の
所
在
を
把
握

当
該
小
型
無
人
機
を
検
知
し
て
速
や
か
に

表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
設
備
又
は
装
置
を
設
置

 

ロ 

イ
の
設
備
又
は
装
置
を
構
成
す
る
装
置

小
型
無
人
機
の
有

無
及
び
そ
の
所
在
を
表
示

防
護
区
域
内
若
し
く
は
周
辺

防
護
区
域
内
又
は
周
辺
防
護
区
域
の
近

見
張
人
が
常
時
監

視
で
き
る
位
置
に
設
置

 

 

十
二

 
 

 

二
十
六 

妨
害
破
壊
行
為
等
が
行

又
は
行
わ
れ
た

場
合
に
お
い
て
迅
速
か
つ
確
実
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
適
切
な

作
成

 

     
 

 

３ 
 

           

十
二

 
 

 

二
十
六 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す

る
妨
害
行
為
若
し
く
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く

は
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
若
し
く
は
装
置
に
対

す
る
破
壊
行
為

が
行
わ
れ
る

又
は
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
迅
速
か
つ
確
実
に
対
応

で
き
る
よ
う
に
適
切
な

を
作
成

 

 
 

 
３ 
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の
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
規

則
の

 

第
五
条 
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す

る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

こ
の
条

と
い

標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

そ
の

標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

改

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

削

改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

加

 

改 
 
 

 
 

 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

前 

 

第
十
七
条 

 

 

第
十
七
条 

 

- 15 -



  

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
の
各
号
に
掲

 
一

十
一 

 

十
一
の
二 
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る

項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
工
場
又
は
事

業
所
に

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

 

イ 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す
る

妨
害
行
為
又
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く
は
防

護
設
備
等
に
対
す
る

こ
の
条
に
お
い
て

妨
害
破
壊

用
に
供
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
小
型
無
人
機

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の

禁
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
小
型
無
人
機
を
い

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

有
無
及
び
そ
の
所
在
を
把
握

当
該
小
型
無
人
機
を
検
知
し
て
速
や
か
に
表
示
す
る
機
能

を
有
す
る
設
備
又
は
装
置
を
設
置

 

ロ 

イ
の
設
備
又
は
装
置
を
構
成
す
る
装
置

小
型
無
人
機
の
有

無
及
び
そ
の
所
在
を
表
示

防
護
区
域
内
若
し
く
は
周
辺

防
護
区
域
内
又
は
周
辺
防
護
区
域
の
近

見
張
人
が
常
時
監

視
で
き
る
位
置
に
設
置

 

 

十
二

 
 

 

二
十
六 

妨
害
破
壊
行
為
等
が
行

又
は
行
わ
れ
た

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
の
各
号
に
掲

 

 

十
一 

 

 

                

 
 

二
十
六 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す
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附 

則 

 
 

第
一
条 

こ
の
規
則

公
布
の
日
か
ら
施
行

 

 
 

第
二
条 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に

び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

こ
の

条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て

第
四
十
三
条
の

の
三
の
二
十
七
第
一

項
又
は
第
五
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
核
物
質
防
護
規
定
の
認
可
を
受
け
て
い
る

の
周
辺
地

域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る

場
合
に
お
い
て
迅
速
か
つ
確
実
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
適
切
な

作
成

 

    
 

 

３ 
 

る
妨
害
行
為
若
し
く
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く

は
防
護
設
備
等
に
対
す
る

と
い

が
行

又
は
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
迅

速
か
つ
確
実
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
適
切
な
計

作
成

 

 
 

３ 
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項
の
対
象
原
子
力
事
業
所
に
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る

三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
又
は
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

再
処
理
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
に
限

次
項
に
お
い
て

に
つ
い
て

法
第
四
十
三
条
の

の
三
の
二
十
七
第
一
項
又
は
第
五
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
当
該
核
物
質
防
護
規
定
の
変
更
の
認
可

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の

に
関
す
る
規
則

次
項
に
お
い
て

第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
十
一

号
の
二

の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則

次
項

第
十

六
条
の
三
第
二
項
第
十
一
号
の

実
用
発
電
用
原
子
炉
の

に
関
す
る
規
則

次
項

新

第
九
十
一
条
第
二
項
第
十
一
号
の
二
及
び
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の

転
等
に
関
す
る
規
則

第
八
十
六
条
第
二
項
第
十
一
号
の
二
に
掲

げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な

 

２ 

核
物
質
防
護
規
定
認
可
者
に

新
試
験
炉
規
則
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
十
一
号
の

新
再
処
理
規
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則
第
十
六
条
の
三
第
二
項
第
十
一
号
の

新
実
用
炉
規
則
第
九
十
一
条
第
二
項
第
十
一
号
の
二
及
び
新
研
開
炉
規

則
第
八
十
六
条
第
二
項
第
十
一
号
の
二
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の

質
防
護
規
定
認
可
者
が
当
該
期
間
内
に
前
項
の
変
更
の
認
可
の
申
請
を
し
た
場
合

当
該
申
請
に
つ
い
て
認
可

又
は
認
可
の
拒
否
の
処
分
が
あ
る
ま
で
の

は
適
用

 

第
三
条 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
法
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
計
画
の
認
可
を
受
け
て
い
る

者

次
項
に
お
い
て

に

同
条
第
二
項
に
よ
る
実
施
計
画
の
変
更
の

認
可

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安
及
び
特

定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
規
則

と
い

第
十
七
条
第
二
項
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
に
係

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
申
請

 

２ 

実
施
計
画
認
可
者

新
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
炉
施
設
規
則
第
十
七
条
第
二
項
第
十
一
号
の
二
の

規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の

が
当
該
期
間
内
に
前
項
の
変

更
の
認
可
の
申
請
を
し
た
場
合

当
該
申
請
に
つ
い
て
認
可
又
は
認
可
の
拒
否
の
処
分
が
あ
る
ま
で
の

は
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適
用
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核物質防護規制のあり方の検討状況 

 
令和８年２月４日 

原 子 力 規 制 庁 

 
１．趣旨 

本議題は、最新の情勢を踏まえた原子力施設に対する脅威及び当該脅威を踏
まえた今後の核物質防護規制のあり方の検討状況について報告するものであ
る。 

 
２．小型無人機を巡る最新の状況 
（１）小型無人機の規制の現状 

我が国においては、航空法及び小型無人機等飛行禁止法により、小型無人
機の飛行が規制されている。また、警察庁においては、小型無人機等飛行禁
止法の見直しのため、有識者検討会による「技術の進展に伴う危険なドロー
ン飛行への対策に関する報告書」を令和７年１２月に公表。 
 

（２）小型無人機の最新技術 
   小型無人機の技術進展は著しく、最高飛行速度、最大積載重量等、近年で

飛躍的に性能が向上しているだけでなく、市場で簡単に入手可能であるとと
もに様々な用途に利活用され、汎用性も高くなっている。 

 
（３）小型無人機によるテロ事例 

 諸外国では、小型無人機を用いたテロ事案が原子力施設を含めて発生して
いる状況。 
 

３．治安機関との議論を含めた核物質防護規制のあり方の検討状況 
  別紙（非公開）のとおり。 
 

資料１ 

参考１ 
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核物質防護規制のあり方の検討状況（２回目） 
 

令和８年３月３日 

原 子 力 規 制 庁 

 
１．趣旨 

本議題は、小型無人機を巡る最新の情勢を踏まえた原子力施設に対する脅威

及び当該脅威を踏まえた今後の核物質防護規制のあり方の検討状況について

報告するとともに、今後の進め方の了承について諮るものである。 

 

２．経緯  

 令和８年２月４日に開催された令和７年度第 56 回原子力規制委員会（臨時

会合）において、警察庁の有識者検討会において小型無人機等飛行禁止法1の

見直しに向けた報告書がとりまとめられたことも含め、小型無人機に関する最

新の技術動向や情勢について報告するとともに、こうした状況も踏まえた核物

質防護規制のあり方の検討状況について報告した。 

 

３．治安機関との協議を含めた核物質防護規制のあり方の検討状況及び今後の

進め方 

  原子炉等規制法2に基づき事業者が講ずべき防護措置をより実効性のあるも

のに見直すため、別紙（非公開）のとおり関連する原子力規制委員会規則の改

正等の今後の進め方について了承いただきたい。 

 

 
1 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律（平成 28 年法律第９号） 
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号） 

資料１ 

参考２ 
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